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研究成果の概要（和文）：国連安保理決議1325は、開発援助へのインパクトを十分に与えていないと指摘され
る。なぜインパクトを与えていないのだろうか。「開発における政策一貫性」の枠組みからOECD-DAC加盟国の主
要ドナー６カ国の政策４分野を考察した。
考察対象国の行動計画も、そして開発援助政策もジェンダー平等の実現を強く意識したものと言える。それは
WPSアジェンダとも、そしてSDGsとも共鳴する内容になっているものと評価できる。また、国内行動計画と開発
援助政策の特徴はある程度の類似性が見られた。しかし行動計画の実行に対する積極性は、外交・安全保障政策
のジェンダー主流化の程度によって大きく異なることがわかった。

研究成果の概要（英文）：It is pointed out that UNSC Resolution 1325 needs to have more impact on 
development assistance. Why has it not had an effect? This study examined four policy areas in six 
major donor countries of the OECD-DAC in the "policy coherence for development" framework.
It can be said that both the action plans and development assistance policies of the countries 
examined have a strong focus on achieving gender equality. It is in line with the WPS Agenda and the
 SDGs. The characteristics of national action plans and development assistance policies are similar 
to some extent. On the other hand, the degree of proactivity in implementing action plans tends to 
be influenced by the degree to which gender perspectives are explicitly mentioned in foreign and 
security policies.

研究分野： ジェンダーと国際関係、ジェンダーと開発

キーワード： 平和構築　UNSCR1325　復興支援　ジェンダー

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
平和構築や紛争後の復興支援という国際協力の現場において、決議は重要な存在であり続けている。そのため、
開発援助政策の政策環境で何が重要となるのかを検討することの意義は大きいと考える。
各国が決議を実行に移す上で重要なのは、単に行動計画の充実だけではない。むしろ、外交・安全保障政策が決
議の実行に与える影響は大きい。そのため、特に安全保障分野のジェンダー主流化が不可欠と言える。また外
交・安全保障政策の援助に対する影響は大きく、単に開発援助政策の安全保障化に陥りやすい。そのため外交・
安全保障政策のジェンダー主流化が、より良い行動計画の内容と、政府の積極的な姿勢において極めて重要なの
である。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



１．研究開始当初の背景 
ジェンダーの視点に立った積極的な平和構築・復興支援は、持続的かつ安定的な平和を実現す
るために不可欠であり、取り組み強化と枠組みの整備が試みられている。2000 年に採択された
「国連安保理決議 1325」（「女性、平和、安全保障に関する国連安保理決議 1325 号」以後
「決議」とする）は、国連安全保障理事会における議論の中で十分に着目されてこなかった女
性の役割を明示化したという点で、「ランドマーク決議」と言われている。これには、2000 年
以前に開催された会議など、この決議の背景に和平交渉などの意思決定領域に女性が参画する
ことが強く求められてきたという背景があった。ただ、この「決議」がこれまでの議論と大き
く異なる点として、女性のイメージを受動的な紛争の「犠牲者」から能動的な主体に転換した
こと（阿部，2011）や、平和構築・復興支援においてジェンダー不平等を是正する役割も担っ
ていた（和田、2014）という指摘があげられる。このような大きな意義を持つ決議が採択され
20 年以上が経過する中で、平和構築・復興支援に関わる政府開発援助はどのような変化を経験
したのだろうか。 
これまでの研究では、脆弱国家やポスト・コンフリクト国を対象とする援助において、ジェン

ダー平等を志向する案件が依然として極めて限定的であるということが示唆されている
（OECD, 2010）。また各国の開発援助の拠出面に焦点を当てた研究からは、決議採択以降、
紛争を経験した対脆弱国家への支援（復興支援）額は増加傾向を示している一方で、ジェンダ
ー平等やジェンダーの視点に立った案件は限定的であることが指摘されている（OECD, 
2015）。かつ保健、教育分野などにそれらが集中し、平和構築・復興支援がとりわけ重点を置
くセキュリティ分野や治安部門改革の分野への支援は依然として消極的であり、ジェンダー平
等案件の分野による偏りの問題点が指摘されている（OECD, 2015）。治安部門改革などの安
全保障に深く関わる領域とジェンダー平等が十分に結びついていない現状がうかがえる。この
ように、ランドマークとまで言われた決議が、平和構築・復興支援に与えたインパクトは限定
的なものであったと見られている。しかしながら、これらの指摘は開発援助の拠出にのみ着目
した考察となっており、関連諸政策との政策の整合性とそれに伴う波及効果、相互に与える影
響など、同一政府内での政策の広がりや議論の深化は考察されていない。さらに、ジェンダー
に関連する平和構築・復興支援の開発援助は、開発援助政策内部の考察のみでは不十分である。
それは、援助に関連する政策でジェンダー視点が欠如した場合に、開発援助のジェンダー主流
化も負の影響を受けるという指摘や（Allwood, 2013）、国内のジェンダー格差と、強硬な外
交・安全保障政策との関係の指摘は（Carplioli 2005, Melander, 2005）、援助に影響を与える
関連政策についても考察する必要性を示唆しているといえる。よって、開発援助が想定した目
的を効果的に達成するためには、関連する政策の考察が必要となる。そのために、政策間の整
合性に着目する「開発のための政策一貫性」の概念が有効な考察枠組みとなる。 
 
 
２．研究の目的 
以上を背景に、本研究はジェンダーの視点に立った「開発における政策一貫性」の枠組みから
決議が開発援助政策にどのような影響を与えたのか、考察することを目的としている。また、
決議は各国に積極的な行動を促してきたが、決議の意図した行動にはつながっていないという
指摘があるように、何が阻害・促進要因となったのか考察を行う。そのために、OECD-DAC
加盟国の主要ドナー６カ国の開発援助と関連する政策に焦点をあてる。具体的には、「開発援
助政策」、「安保理決議1325行動計画」のほか、平和構築や復興支援に影響を与える「外交・
安全保障政策」「ジェンダー関連政策と現状」に焦点を当てる。ジェンダー視点に立った「開
発のための政策一貫性」の枠組みから分析することにより、「決議」が援助に反映されない要
因、または促進の要因が明らかになると考える。 
研究対象国を OECD-DAC 加盟国の中でも６カ国(米、英、独、日、仏、スウェーデン)に絞っ

たのは、この６カ国で DAC 全体の援助額の大部分を占め、影響力が大きいという点、そして
「安保理決議1325行動計画」を策定しているという理由からである。また、「開発援助政策」
「安保理決議 1325 行動計画」「外交・安全保障政策」は、平和構築・復興支援に直接的に関
わる政策分野であり、また「ジェンダー関連政策と現状」を選択したのは、既述の
Allowood(2013)に加え、援助国側のジェンダー主流化状況が、援助政策に反映されるという指
摘（DAC Network on Gender Equality, 2009）によるものである。 
この研究目的を達成するために、研究期間内において２つの柱を設定した。まず１）OECD-
DAC 加盟国の主要ドナー６カ国の政策４分野：「開発援助政策」「安保理決議 1325 行動計画」
「外交・安全保障政策」「ジェンダー関連政策と現状」それぞれの特徴と問題を明らかにする
こと。そして２）それら４つの政策間の「政策一貫性」をジェンダーの視点から分析しその問
題（阻害要因）や促進要因の諸相を明らかにすることである。 
 



 
３．研究の方法 
研究目的を達成するために、次の順序で考察を行なった。まず本研究の重要なフレームワーク
となる「政策一貫性」の議論をジェンダー視点から確認した。そして、考察対象とする政策４
分野の特徴と課題を把握した。その上で、４つの政策間の「政策一貫性」をジェンダーの視点
から分析し阻害や促進要因について把握を行なった。 
政策の分析としては、政策の変遷を質的に把握したことことに加え、特徴をつかむために各種

データベースから入手できる各国の政策のテキスト分析を行なった。政策の変遷としては４つ
の分野に関連する 2000 年以降の政策の変化を把握した。テキスト分析は、テキストマイニン
グの方法により、文書を単語に変換する形態素解析を行った上で、その特徴を把握するため政
策文書の特徴を可視化した。ソフトウェア KHCoder（Higuchi, 2016; Higuchi, 2017）を用い
て文章を分割し、相関関係や出現頻度などを分析することで特徴を掴み、類似性や関係性を検
討した。本研究がこの量的なテキスト分析ソフトを用いた理由は、政策の特徴の把握に際し恣
意性をできるだけ排除してより客観的な分析を可能にする目的による。その上で、本研究が採
用するジェンダー視点に立った政策一貫性の枠組みから、考察を行なった。また、政策文書に
は変更が見られないものの、開発援助実施体制や外交・安全保障政策に影響を与える出来事に
ついても把握に努め、考察を行った。 
 
 
４．研究成果 
まず、本研究が使用する「開発における政策一貫性」の考察枠組みを明確なものとするために、

これまでの議論を整理した。「開発における政策一貫性」は、様々な政策や行動が、異なる分
野や異なるアクターの政策や行動によって損なわれないよう努めることと言えるが、Picciotto
（2005）は、援助政策内での一貫性、国内における援助政策とその他政策との一貫性、ドナー
国間の政策の一貫性、ドナー・レシピエント間の一貫性に分類する。これらの 4 つの側面は相
互に関連するが、それぞれの側面は別々の組織によって意思決定される（Picciotto, 2005）。
さらに OECD（2014）は、SDGs などのグローバルなアジェンダと各国の政策の一貫性につい
て議論を行なっている。グローバルなアジェンダとそのプロセスの間の一貫性、経済、社会、
環境政策間の一貫性、公的投資や民間投資など異なる財源間での一貫性、そして、国家、
NGOs など多岐にわたるステークホルダーの行動における一貫性を示している（OECD、
2014：15）。特に、様々な政策が絡み合う中で、ジェンダー平等が分野横断的にその重要性を
認識されていても、簡単にアジェンダから脱落してしまうことも指摘される（Allwood, 2013）。
であるからこそ、OECD（2018）が指摘するように、ジェンダー平等という普遍的な目標の実
現のために、統合的アプローチが重要となり、ジェンダー平等が他の課題から切り離されない
ことは不可欠で、多面的に政策の一貫性にアプローチすることがもとめられる。これらの議論
を参考に、本研究の分析概念を図式化したものが以下の通りである。本研究は、UNSCR1325

の決議（WPS アジェンダとして
記載）は、開発援助政策に直接
的に影響を与え、またその他の
政策を経由して間接的にも影響
を与える。本研究が着目する外
交・安全保障政策、行動計画、
ジェンダーに関連する政策は、
その他の政策として開発援助政
策にも影響を与える。本研究で
は考察の対象とはしなかったが、
これらの政策は他のグローバル
アジェンダにも影響を与え、影
響を受ける。 
つぎに、本研究期間中において、
考察対象国の開発援助政策や外
交・安全保障政策に大きな変化
が見られる出来事が複数発生し
た。それについて簡単に重要な
点をまとめておきたい。 
まず、2017 年には米国とフラン

スで新しい大統領の就任があっ
た。この新しい政権である米仏と、そして英国は2018年にシリア攻撃を行なっている。また、



2018 年にはスウェーデンで徴兵制の復活がみられた。これはバルト海においてロシア軍が軍事
演習を活発に行なっていることを背景に決定された。2019 年に米国はグローバルアジェンダで
あるパリ協定から離脱した。そして、2020 年には英国が EU から離脱し、開発援助を担う国際
開発省は外務・英連邦省と統合されるに至った。2021 年には米国がタリバンと和平合意し、
2021 年には在アフガニスタンの米軍撤収を完了するものの、タリバンが全土制圧に至り、これ
までの平和構築の取り組みと、今後の状況への強い懸念が示された。その後 2022 年にはロシ
アによるウクライナへの侵略が発生している。また 2020 年には新型コロナウィルス感染症の
拡大が深刻化し、感染症対策としての開発援助の拠出が見られた。このような出来事は、各国
の開発援助政策そして外交・安全保障政策に直接的かつ間接的に影響を与えた。 
各国のNAPを見ると、WPSアジェンダに沿った行動計画であるため、類似した内容となる傾

向がある。また、被害者の保護や開発援助の枠組みでの活動が想定されているという共通する
点も指摘できる。ただ、類似性がある中でも各国の NAP に特徴を見出すことができる。 
例えば、フランス（2021 NAP）は紛争被害者への保護についての言及が多い傾向にある。こ

の保護は単に身体的な保護だけではなく、法的に加害者を処罰する内容を含むものである。 
ド イ ツ （ 2017 

NAP）は、予防に
注力していること
がわかる。予防と
は紛争や紛争リス
クの予防であり、
そこにはジェンダ
ー視点に立った軍
縮 （ Gender-

sensitive 
disarmament ） も
含まれている。一
方、開発援助は幅
広い分野を対象と

しているが、気候変動や環境保護など優先テーマとして特徴づけられると考える。 
日本（2019 NAP）は、NAPにおいて人道的な課題として災害被害者の保護など災害への言及

も行われている点に特徴が見られる。一方開発援助については、2015 年の開発協力大綱を見る
と、その特徴としては、インフラ整備と経済成長があげられる。また近年は、「自由で開かれ
たインド太平洋」の実現に向けて、開発援助が活用される傾向が顕著になってきていると言え
る。日本の開発援助政策は、とりわけ特徴的であるといえる。日本政府は開発戦略としてジェ
ンダー平等と女性のエンパワーメントを明確に掲げている（2016 年政策）。しかし、テキスト
分析の結果、この政策アジェンダが、他の国内政策と一貫性をもって実施されているのではな
く、むしろ独立的に成立している特徴が見られた。これには、複数の要因がかんがえられるが、
少なくとも、安全保障戦略の政策が、十分にジェンダー視点を持たないものとなっており、今
後検討が必要な分野であることが明らかとなった。 
スウェーデン（2016 NAP）は女性の参加についての言及が多い。特に、同国は PKO などに

代表されるように、軍事作戦や軍事活動におけるジェンダー主流化に力を注いでいるという特
徴がある。これは既述のように、国内における徴兵制の復活とも関係するが、軍の強化ととも
に、軍のジェンダー主流化が進められていることが特徴であるスウェーデンは 2014 年に世界
で初めてフェミニスト外交政策を採用した。この外交政策の中では、紛争の予防と解決、およ
び紛争後の平和構築への参加が掲げられている。開発援助政策としてはジェンダー平等、紛争
予防、環境分野に積極性が見出される。 
英国（2018 NAP）はジェンダーに基づく暴力と人道支援について多く言及している。すでに

言及したように、英国では援助体制に変化が見られた。援助体制の変化はより効率的な援助を
目指す目的の下で行われたが、この改革については予算の削減や機能の低下などの懸念が示さ
れた。しかし、その変化については、現在において十分把握することができないため、今後の
動向を注視する必要があるであろう。  
そして米国(2019 NAP)はテロリズムに関する言及が比較的多くなっているという特徴が指摘

できる。米国は政権の交代によって、外交政策に大幅な変更がみられるが、国家安全保障戦略
が開発援助にも強く影響をあたえることが指摘できる。 
以上、６カ国それぞれの援助政策傾向や NAP、外交・安全保障政策の傾向を把握した結果と

して、次のことが指摘できる。まず、考察対象国の開発援助政策やNAPは、それぞれにジェン
ダー平等の実現を意識したものになっているという点である。これは、決議とも、そして
SDGs とも共鳴する内容になっているものと評価することができる。また、NAP は開発援助政



策の枠組みでの行動を強く意識したや内容となっている傾向があるという点である。しかしな
がら、もちろん６カ国の中でも国よっての違いがみられるが、開発援助政策の内容は必ずしも
NAP に応答的ではなく、整合性を保っている訳ではない。 
しかし、開発援助による平和構築・復興支援という点においては、外交・安全保障政策にジェ

ンダー視点がどれほど明示的に言及されているのかに影響をうける傾向が指摘できる。外交・
安全保障分野はジェンダー・ブラインドの傾向が強い分野と称される事が多い。外交・安全保
障政策が、ジェンダーに関連する決議の実行に影響を与えるのは皮肉的であるが、フェミニス
ト外交に代表されるような、明示的な取り組みが取られた場合に、より積極的に決議のアジェ
ンダを推進する力となるのは確実である。 
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